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程



徳
島
県
告
示
第
六
百
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し

て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

指
定
年
月
日

村
上
歯
科
医
院

板
野
郡
北
島
町
北
村
字
水
神
原

村
上

雅
彦

令
和
元
年
十
一

四
二
―
一

月
一
日

表
原
文
江
歯
科

徳
島
市
助
任
本
町
二
丁
目
三
九

表
原

文
江

同

―
一

ア
ッ
プ
ル
調
剤
薬
局
羽
ノ
浦

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
宮
倉
芝
生
四

株
式
会
社
ア
ッ
プ
ル
調

同

店

〇
―
一
八

剤
薬
局



徳
島
県
告
示
第
六
百
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

廃
止
年
月
日

村
上
歯
科
医
院

板
野
郡
北
島
町
北
村
字
水
神
原
四

村
上

裕
一

令
和
元
年
十
月

二
―
一

三
十
一
日

表
原
内
科
・
歯
科

徳
島
市
助
任
本
町
二
丁
目
三
九
―

表
原

弘

同

一



徳
島
県
告
示
第
六
百
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

主
た
る
事
務
所
の

指
定
に
係
る

指

定

に

係

る

事
業
の
種
類

指
定
年
月
日

所

在

地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

医
療
法
人
峰
寿
会

美
馬
市
脇
町
字
拝
原
一
四

岡
内
科
病
院

美
馬
市
脇
町
字
拝
原
一

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

令
和
元
年
九
月

九
六
―
五

四
九
六
―
五

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

四
日

ョ
ン



徳
島
県
告
示
第
六
百
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

土
地
改
良
区
の
名
称

那
賀
川
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員

役

員

名

氏

名

住

所

理

事

岩

浅

嘉

仁

阿
南
市
日
開
野
町
西
居
内
四
二
六
―
二



徳
島
県
告
示
第
六
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
那
賀
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日
か

ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

那
賀
郡
那
賀
町
深
森
字
下
モ

向
三
番
地
先
か
ら

旧

三
・
七
〜
一
六
・
二

二
一
七
・
五

６

日
和
佐
上
那

同

３

賀

七
番
一
地
先
ま
で

同

新

一
〇
・
〇
〜
二
四
・
六

二
一
七
・
五



徳
島
県
告
示
第
六
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日
か

ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

美
馬
市
穴
吹
町
穴
吹
字
藤
ノ

本
一
五
八
番
一
地
先
か
ら

４

旧

二
・
六
〜
七
・
一

一
三
四
・
〇

同

字
美
少

５

田
方
穴
吹

田
四
二
番
一
地
先
ま
で

２

同

新

三
・
三
〜
一
六
・
〇

一
三
四
・
〇



徳
島
県
告
示
第
六
百
八
号

平
成
十
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号
（
指
定
金
融
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
等
を
定
め
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

三
の
表
阿
南
農
業
協
同
組
合
の
加
茂
谷
支
店
の
項
及
び
鷲
敷
支
店
の
項
を
削
る
。



公

告

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
か
ら
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
程
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、

同
規
程
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

理
事
長

森

裕

二

一

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

一
般
診
断
用
装
置
（
レ
ン
ト
ゲ
ン
装
置
）
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
用
度
課

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
よ
ん
や
く
徳
島
営
業
部

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
中
須
四
番
地
二

五

落
札
金
額

八
千
六
百
三
十
五
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日



徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号

徳
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
企
業
局
長

木

下

慎

次

徳
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

様
式
第
二
十
二
号
中
「平

成
年
度

」
を
「

年
度

」
に
、
「徳

島
銀
行

」
を
「徳

島
大
正

銀
行

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
五
号
中
「平

成
年

」
を
「

年

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
五
号
の
二
中
「平

成
年

」
を
「

年

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


